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平成31年2月市議会教育厚生委員会資料

第61号議案平成31年度長崎市一般会計補正予算(第1号)
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衛生費

予算説明書

1 概要

風しんの感染拡大防止を図るため、これまで風しんの定期予防接種の機会がなく、

特に抗体保有率が低い年代の男性に対し、3年間、無料で予防接種を実施するもの。

予防接種の実施にあたっては、ワクチンの効率的な活用のため、先に抗体検査を

無料で実施し、検査の結果、抗体が低い者を対象者とする。

なお、この補正予算については、早期に事業を開始し、接種期間を長く取る必要

性があることから、まずは抗体検査に係る経費を計上するもの。

保健衛生費

項

予防接種

実施者数

(CX D)

目

4

予防費

番号

【風しんの定期予防チ妾種制」度の状j兄1

1-1

事業名

風しん予防接種費

補正額

千円

71,728

2,538 人

2 事業内容

(1)実施期間

(2)対象者

28歳

H2年4月2日生

平成30年4月1日現在の年齢

30歳6力、月
S62年10月2日生

平成31年度(2019年度)~2021年度

昭和37年4月2日から昭和弘年4月1日の間に生まれた男性。

ただし、医療機関の混乱等を避けるため、平成31年度(2m9年度)

は、昭和47年4月2日から昭和 54年4月1日の間に生まれた男性を

対象とするが、それ以外の者についても希望すれば対象者となる。

※昭和 37年4月2日から昭和47年4月1日の間に生まれた男性は

次年度以降が対象となる。

1回も接種してし工なし入

中学生の時ιt
1回集団接種0

21.2%

39歳

S54年4月2日生

2019年度

対象者数

(A)

1回もキ妾種

してし、なし、

23,427 人

56歳
S37年4月2日生

※受検率は国の見込み率とする。

抗体検査

受検率

(B)※

抗体検査

実施者数

(AXB=C)

51.1 % 11,971 人

予防接種

接種率

(D)
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(3)実施方法

(4)事業費

対象者へ全国統一のクーボン券を発送し、対象者はそのクーボン券

を医療機関等に持参し抗体検査を受ける。

7 1,7 28 千円

内訳

需用費

郵送料

補正額(千円)

委託料

694

2,022

受診票印刷費・封筒購入費

合計

3

クーポン券の郵送料

受診票等の医療機関等への郵送料

今後のスケジュール予定

69,012

抗体検査委託料

(全国統一単価5,324円(税込み))

支払事務委託料(県国保連合会)

(全国統一単価300円(税込み))

クーポン券作成・封入等委託

実施時期

2019年4月~6月中旬

備

2019年6月下旬~

71,728

考

2019年8月

~2020年3月

峡、

4 財源内訳

クーボン券作成・発送準備

クーボン券発送

事業費

予防接種の実施

千円

7 1,7 2 8

実施内容

※感染症予防事業費等国庫補助金補助率V2

⇔

国庫支出金(※)

抗体検査の実施(~2020年3月)

3 5,

千円

8 6 4

県支出金

財 源

千円

地方債

内

千円

その他

千円

一般財源

千円

3 5,8 6 4
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衛生費

要

生活衛生課で行っている食品営業許可業務について、調査や許可等の業務を除く、申請受付、

手数料徴収事務等の業務を委託し、申請者の利便性向上及び業務の効率化を図り、連携して食
品衛生を推進するもの。

2 業務委託の内容

食品営業許可に係る窓口業務の一部を、食品関係営業の各業種を網羅した食品衛生に関する
自主的な取組みを行う団体である公益社団法人日本食品衛生協会の下部組織である、長崎市食
品衛生協会に次のとおり委託する。

m 業務名 食品営業許可申請受付等業務委託

②委託先 長崎市食品衛生協会

(3)委託期間平成 31(2019)年4月1日~2020年3月31日

、

項

保健衛生費

目

8

環境衛生費

番号

1 -1

事業名

食品衛生監視活動費

④委託する事務

.礁1 怠欝

更新案内

補正額

市

'、"i縛繼1、

委托§、
、幾欝ヲゞ、

千円

1,881

受付

t点三^エゞξ三ι達長§^、^1系靴学,^上^讐1姦^'^,^^ニミ^ttl^トき^^

゛

.

食品営業許可期間満了のお知らせを発送
四

蚕

申請書の受付(年間 1500~1800件)

・記載内容・添付書類の確認

・申請事項の変更の有無の確認

・営業許可証受取方法の確認

食品衛生責任者の設置状況の確認

手数料徴収

食品衛生責任者養成講習会等の案内

食中毒発生状況等食品衛生に関する情報の提供

受付簿や徴収金日計表等の作成達&告
ノ气

,^灘

審査

1^1髞一一武

決定

・曼^懲^^除災女藩鳶

現地調査(施設基準の適否等を確i翻

許可・不許可を決定し、営業許可証を発行
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3 委託による効果

【申請者の利便性向上】

・食品営業許可の更新案内から営業許可証の交付までの窓口の一本化
3

・食品営業許可申請窓口と食品衛生責任者養成講習会等の申込み窓口の一本化

・市の条例で食品営業者に自主的な取組みを義務付けている衛生管理(製品検査や従業員

の検便等)1こ係る情報の提供

【業務の効率化】

・職員(食品衛生監視員)が資格を要する業務に専念することによる効率性の向上

・食品衛生法改正により'、HACCPによる衛生管理(※)が義務付けられること等による業務

量増加への対応

・証紙廃止による業務量増加への対応

【施策の推進】

・食品営業者の自主的な衛生管理の推進

・市が条例で定める衛生管理基準の遵守を徹底するための仕組みづくり

・衛生思想の普及強化による食中毒等の危害の抑制

※ HACCP(ハサップ)1こよる衛生管理

食品事業者が自ら食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の

出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、

製品の安全性を確保しようとする手法。

4 財源内訳

事業費

、

千円

1,881

4

国庫支出金

千円

県支出金

財源内訳

千円

地方債

千円

その他

千円

一般財源

千円

1,881
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1 概要

社団法人日本食品衛生協会が、昭和 23年11月に厚生省の指導の下、営業者自身による自

主的な衛生管理を推進する組織として設立された。その取組みを全国に拡大するため、各都道府

県に支部が各保健所単位に地区協会が設立された。このような動きの中、長崎市食品衛生協会

は昭和36年6月に設立された。

長崎市保健所との連携の下、保健所長が指定する食品衛生責任者養成講習会(年4回)・食品

衛生責任者実務講習会(年4回)の実施、食品衛生指導員(※)による営業施設の巡回指導(平成

29年度実績3,892件)、食品衛生思想の普及啓発等を行っている。

また、会員に対し自主的な製品検査、従業員の検便検査の計画的な実施を喚起するための案

内や食品営業賠償共済保険の斡旋を行うなど、営業者自身の自主的衛生管理を推進するととも

に、食品事故による被害者の迅速かつ確実な救済に資するための事業等を実施し、長崎市の食

品衛生の推進に寄与している。

長崎市食品衛生協会について

5

※食品衛生指導員

公益社団法人日本食品衛生協会が行う養成課程の修了者から各都道府県の支部長が委嘱する。保

健所の指導の下、①営業施設の巡回指導②許認可申請手続指導③食品衛生思想の普及④保健

事項(従業員の健康診断・検便等)の協力等を行う。

2 目的

食品衛生法の趣旨に沿うため、飲食に起因する食中毒その他の危害の発生を防止し、進んで

食品の品質その他の食品衛生の向上を図り、もって公衆衛生の増進に寄与することを目的とする。

3 構成

橋本邦芳(長崎県料飲業生活衛生同業組合長崎支部会長)会長

5,185 人(平成 30年3月31日現在)会員数

構成組合数及び分会数 29 団体

食品衛生指導員数 104 人


